
 

食育基本法の一部を改正する法律 概要 (令和８年５月 27日公布・施行)  
 

 

 

 
一 前文の改正  

１ 「食」をめぐる環境の変化 

  世帯構成等の変化、食料安全保障の確保、農林漁業の理解及び食生活の充実等を追加 

２ 国民運動としての食育の在り方の明確化 

 ⑴ 食育が「食」に関する体験活動等を通じて豊かな人間性を育むことを追加 

 ⑵ 食育の推進に関する取組を、不断の努力を積み重ね、あまねく全国においてあらゆる世代の人々に対

して十分に展開することを追加 
 

二 総則の改正  

１ 食料安全保障の確保 

  食料安全保障の確保に資する食育の推進を目的等に追加、食料の合理的な価格の形成についての国民の

理解を追加 

２ 関連分野との協働による食育の取組拡大 

  文化、観光、環境、スポーツ等の関連分野における施策との有機的な連携を追加 

３ 子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進 

  教育基本法その他の関係法律による施策と相まって取り組む旨を追加 

４ 大人も含めた食に関する理解醸成・行動変容の促進 

  食育の場として職場を例示、大人の食育と食に関する理解の醸成や食生活の改善、食料の持続的な供給

に資する物の選択の努力等の行動につながる能力を追加 

５ 食育の推進のための連携 

  国の関係機関や地方公共団体の部局間の連携、官民連携を含む関係者相互の連携を追加 
 
三 食育推進基本計画等に関する規定の改正  

１ PDCAサイクルによる食育の推進 

  食育の目標の達成状況の調査公表、施策評価の食育推進基本計画への反映を追加 

２ 地方公共団体の取組状況の「見える化」のための支援 

  都道府県や市町村の食育推進計画の作成や実施への助言その他の援助を追加 
 

四 基本的施策の改正  

１ 生産者と消費者との交流の促進等の強化 

  消費者の役割と農林漁業体験活動を追加 

２ 学校等における食育の強化 

  栄養教諭を例示、農林漁業教育の充実と教育活動を支援する人材の活用を追加 

３ 民間企業を巻き込んだ大人の食育運動の促進 

  職場や大学等における食育の推進、個人の取組の成果の「見える化」の支援を追加 

４ 関連分野との協働による食育推進運動の展開 

  関連分野との協働、ボランティア以外の関係者との連携 

５ 人材の育成及び確保 

  食育の推進に関する活動を担う人材の育成及び確保等の食育推進体制の充実を追加 
 

 


